
報告第13号 

 

専決処分の報告（残波岬ボールパーク機能強化工事請負契約の変更）につい

て  

 

 令和７年３月６日議案第25号で議決された残波岬ボールパーク機能強化工事請負

契約について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、契

約金額の変更を別紙のとおり専決処分したので同条第２項の規定により報告します。 

 

 

 令和７年９月９日提出 

                      読谷村長 石 嶺 傳 實 

 





ウインチ取替箇所（９箇所）
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